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［北海道農政事務所作成資料］ 

 

水田・畑作経営所得安定対策 
（品目横断的経営安定対策） 

を簡単に説明します 
 

 

はじめに 

 

    「水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）」は、農業従事

者の減少、高齢化が進む中で、効率的かつ安定的な農業経営、すなわち担い手

が農業生産の相当部分を担う力強い農業構造の実現に向けて、また、国際規律

と整合しWTO協定上削減対象とならない、すなわち国内生産を刺激しない「

緑の政策」へと我が国の政策を見直すために、これまでの改革のあり方を大胆

に見直し、やる気と能力のある担い手を対象とした直接支払を導入したもので

す。 

 

  これは、これまでの発想を転換する戦後農政の大転換というべきものです。 

 

  「水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）」は、意欲と能

力のある担い手の生産コストのうち、生産物の販売収入では賄えない部分（＝

諸外国との生産条件の格差）を補うことを目的とした「生産条件不利補正交付

金」と、担い手の販売収入の減少が経営に及ぼす影響を緩和する「収入減少影

響緩和交付金」で構成されており、両者の組み合わせにより、担い手の経営の

安定を図ることをねらいとしています。 

 

  「水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）」は、①担い手

を中心とする農業構造の改革が遅れ、②諸外国との生産条件の格差があり、③

複数の作物を組み合わせた営農が行われているといった観点から、土地利用型

農業の米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの５品目を対象にして

います（諸外国との生産条件格差が国境措置により実質的に補正されている米

は「収入減少影響緩和交付金」のみが対象となります）。 

 

  本対策の交付金の交付に関する事務は、北海道農政事務所が行います。北海

道農政事務所は、本対策を円滑に実施するため、関係機関との密接な連携の下

に事務を進めていきます。 

 



１－（１）　水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）の支援対象

　水田・畑作経営所得安定対策は、意欲と能力があると市町村が認定した①認定農業者（個人・法人）及び一定の要件を

備えた集落営農組織であって、②経営規模が一定以上の方が対象となります。ただし、経営規模については、次ページに

掲げる特例があります。

　また、③対象農地を農地として利用すること、④国が定める環境規範を遵守することが必要です。

　認定農業者 １０ha以上 ２０ha以上
集落営農組織

（特定農業団体及び特定農業団体以外
　の委託を受けて農作業を行う組織）

経営規模 経営規模

　経営規模として算入できる面積は、

　（１）権原（所有権、賃借権等）を持っている農地基本台帳の現況地目が「田」と「畑」の面積。

　（２）農作業の委託を受けた「田」又は「畑」のうち、①主な基幹作業を行い、②収穫物の販売名義があり、

　　　③販売収入が当該受託者に帰属しているものの面積。
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１－（２）　経営規模の特例
　前ページの経営規模に満たない認定農業者や集落営農組織であっても、①集落の農地が少なく経営規模の拡大が困難な
地域、②地域の生産調整の過半を受託する組織、③規模が小さくとも複合経営等により相当水準の所得がある経営体に対
しては、特例が設けられており、本対策の対象となる場合があります。
　さらに、①～③の特例基準を満たせない場合でも、市町村が本対策の加入が相当であると認める認定農業者や集落営農
組織については、市町村からの申請に基づき、国が特認の認定を行うことにより、本対策の対象となります。

生産調整

複合経営等農地が少ない
中山間地域認定農業者

　　　：　１０ha以上

集落営農組織
　　　：　２０ｈａ以上

基 本 原 則

② 生産調整に応じた特例

　　［地域の生産調整面積の
　　　　　　　　　　過半を受託する組織］

通常２０ha以上のところ、
　「２０ｈａ×（生産調整率）以上」に緩和
　（７ｈａを下限）

中山間地域は
「２０ｈａ×（生産調整率）×５／８以上」
に緩和（４ｈａを下限）

① 物理的制約に応じた特例

　［農地が少なく規模拡大が困難な場合］

　認定農業者：通常１０ha以上のところ、地域
の状況により最高で６．４ha以上まで緩和

　集落営農組織：通常２０ha以上のところ、地
域の状況により最高で１２．８ha以上まで緩和
（中山間地域は１０ha以上まで緩和）

農地が少ない

③ 所得に応じた特例

　市町村が定めた基本構想の目

標所得水準の半分を超えた農業

所得があり、かつ、対象５品目

（米、麦、大豆、てん菜、でん粉原

料用ばれいしょ）の収入、所得又

は経営規模のいずれかが経営の

２７％以上を占める経営体
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　上記特例の対象とならない者であっても、地域農業の担い手として周囲から認められ、熱意を
持って営農に取り組む者は、市町村の意見を踏まえた上で、対策加入への道を開きます。

市町村特認

①～③の特例基準を満たせない場合



（４品目：麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）

　　　

（５品目：米穀、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）

注１：過去の生産実績に基づく交付金は、４月１日から交付申請できます。交付申請のあった順に、農政事務所での内容の確認を経て交付金が支払われます。
注２：毎年の生産量・品質に基づく交付金は、交付申請時期を年度内２回に分けて、麦は12月末までに、麦以外は翌年３月末までに交付金が支払われます。

２　水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）の構成・申請時期

（１）水田・畑作経営所得安定対策の構成

加 入 申 請

　　　　　　【生産条件に関する不利を補正するための交付金】

（２）各交付金の申請時期

過去の生産実績に
基づく交付金の申請

（その後交付）

毎年の生産量
・品質に基づく
交付金の申請
（その後交付）

収入減少影響緩和
交付金の申請
（その後交付）

６月30日まで 翌年３月５日まで 翌年４月30日まで○加入申請
○収入減少影響緩和交付金の
　積立金の申出

　４月１日から６月30日まで

作物の作付け

　　　　　　【収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための交付金】

①ア ①イ ②
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水田・畑作経営所得安定対策に加入する手続きが必要です。
また、その他に３つの交付金毎に手続きが必要です。

①　生産条件不利補正交付金

ア　過去の生産実績に基づく交付金

イ　毎年の生産量・品質に基づく交付金

②　収入減少影響緩和交付金

（注１） （注２）



２０年 ２１年 ２２年

３　平成２１年度　水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）に係る事務手続きの流れ

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2 38 9 10 11 8
２０年 ２１年 ２２年

4 5 6 712 1

２１年度加入申請書提出、並びに
「農地基本台帳」の写し（4/1～6/30ま
での日付）の入手期間

（注）２０年度対策加入者が、引き続き２
１年度に対策加入する場合は、提出書
類の省略が出来る場合があります。

加
入
申
請
・
要
件
確
認

収
入
減
少
影
響
緩
和

交
付
金

【21年産】積立申出書提出
（注：生産予定面積）

４/1～６/３０

申請者→農政事務所

積立金額の通知

農政事務所→申請者

積立金の納付

申請者→指定口座

【２０年産】
生産実績数量
報告書提出

４／１～４/３０

交付申請書提出
※麦とそれ以外の特定対象農作物
に分けて申請することが出来る。

～３/５

申請者→農政事務所

４／１～６/３０

申請者→農政事務所

申請者→農政事務所

～７/３１

生
産
量
・
品

質
に
基
づ
く

交
付
金

過
去
の
生
産
実
績
に

基
づ
く
交
付
金

-
 4

 -

対象農業者が要件を満たしておく必要がある時点。

要件を整理し
ておく時期

２２年度加入申請

加入者→農政事務所

交付申請書提出

【２２年産】
積立申出書提出
（注：生産予定面積）

４/1～６/３０

申請者→農政事務所

４／１～６/３０

　期間平均生産面積の移動があ
る対策加入者は、その移動登録
以降、交付申請を行う。

２２年度交付申請

【２１年産】
生産実績数量
報告書提出



４－（１）　生産条件不利補正交付金の考え方
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諸外国との生産条件
の格差 新たな経営安定対策

生産条件不利補正交付金



H16 H17 H18 H16 H17 H18 H16 H17 H18 ⑤

麦 9,000 5,000 6,000 300 400 300 3.0 1.3 2.0 2.1 Ａ円/10a Ａ×2.1

大豆 5,000 5,000 3,000 250 200 150 2.0 2.5 2.0 2.2 Ｂ円/10a Ｂ×2.2

てん菜 50,000 45,000 30,000 5,000 4,000 3,000 1.0 1.1 1.0 1.0 Ｃ円/10a Ｃ×1.0

でん粉原料用ばれいしょ 60,000 50,000 40,000 6,000 4,000 4,000 1.0 1.3 1.0 1.1 Ｄ円/10a Ｄ×1.1

(単位：円/10ａ）

小麦 二条大麦六条大麦はだか麦 大豆 てん菜
でん粉原料

用ばれいしょ

面 積 当 た り 単 価 27,740 21,070 18,290 23,750 20,230 28,910 37,030 円

注１ 上記の単価は、全国の平均的単収と同一水準の市町村の場合です。

注２ ④「期間平均生産面積」は、この交付金を算出するための計算上の面積であり、実際の作付面積とは異なります。

（⑥の合計）

期間平均
生産面積

④＝③の合計
÷３

過去の生産実
績交付金

⑥＝④×⑤

特定対象農産
物の面積単価

交付金額合計

特定対象農産物

期間内生産量（㎏）
①

市町村毎の当該年統計
実単収（㎏/10ａ）

②

４－（２） 過去の生産実績に基づく交付金の算定方法

期間内生産面積(ha)
③＝①÷②

交付金の交付申請
書に記入

※毎年度の交付金算
定の基礎面積となり
ます。
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・過去の生産実績に基づく交付金の申請を行う対象農業者は、当該年の「期間平
均生産面積」を交付年度の６月３０日までに農政事務所へ申請します。
（未登録の期間内生産量を保有する農業者は、各年度の６月30日までに「期間内
生産量の登録」を行います。）

事前に登録

農協等の出荷伝票等
を添付してください。

農林水産省が告示した
市町村の各年の実単収

農政事務所が計算
して登録者に通知

農林水産省が
市町村別に定
める単価を告
示

（でん粉原料用ばれいしょについては、
農業災害補償制度に係る市町村ごと
のでん粉加工用（Ⅰ類）の実単収）



４－（３）　期間平均生産面積の移動

１　経営面積を移動する場合に移動できる期間平均生産面積及びその対象農産物別の内訳に係るルール

（１）移動できる期間平均生産面積

下限 ： ０ha 

上限 ： ①　移動する経営面積

          ② （移動する経営面積）　 ×

　　のうち、いずれか大きい方の面積

（２）移動する期間平均生産面積の対象農産物別の内訳

任意

２　経営面積を移動した後に保有できる期間平均生産面積及びその対象農産物別の内訳に係るルール

（１）保有できる期間平均生産面積

下限 ： ０ha

上限 ： ①　縮小後の経営面積

          ② （縮小後の経営面積）　 ×

　　のうち、いずれか大きい方の面積

（２）保有できる期間平均生産面積の対象農産物別の内訳

① 期間平均生産面積の圧縮が不要の場合

相手方に移動させた後の期間平均生産面積の残り

② 期間平均生産面積の圧縮が必要な場合

相手方に移動させた後の残りの対象農産物別の期間平均生産面積の比率に応じて圧縮
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　注：「期間平均生産面積の圧縮」とは、相手方に移動させた後の期間平均生産面積の残りが、保有できる期間平均生産面積の上限を超えている場合に、

　相手方に移動した後の残りの対象農産物別の期間平均生産面積の比率に応じて、保有する期間平均生産面積を、その上限まで圧縮することです。

　（移動前の期間平均生産面積の合計面積）

（移動前の経営面積）

　 （縮小前の期間平均積算面積の合計面積）

（縮小前の経営面積）

経営面積の移動が16年４月１日～19年３月31日の場合

経営面積の移動が19年４月１日以降の場合



A～Dランク及び

１等～３等及び

特定加工用大豆合格並びに

普通非銘柄大豆１等～３等

糖度１３．５度以上

円

注： ①「品質区分別数量単価」については「食料・農業・農村政策審議会」の意見を聴いた上で定めました（次ページ参照。）。

でん粉原料用ばれいしょ

（0.1度ごとに設定）

Ｄ 円/kg

Ｃ 円/kg

でん粉の含有率

（0.1％ごとの区分）

（③の合計）

交付金額合計

40,000kg

Ｃ×50,000kg

Ｄ×40,000kg

生産数量　②

１等～２等の組み合わせ

品質区分 品質区分別

A 円/kg

大　　　　豆

て　　ん　　菜

数量単価　①

４－（４）　毎年の生産量・品質に基づく交付金の算定方法

交付額

③＝①×②

麦 A×60,000kg

Ｂ×12,000kg

当該年の

Ｂ 円/kg

60,000kg

12,000kg

50,000kg

交付申請者が
申請書に記入
して申請農林水産省が定める単価

を交付金の交付申請書に
記入
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・毎年の生産量・品質に基づく交付金の申請をする対象農業者は、当該年の「生産数量」を交付年
度の３月５日までに申請します。
（麦とそれ以外の特定対象農産物に分けて申請することができます。麦は12月末までに、麦以外は
翌年３月末までに交付金が支払われます。）



４－（５）　数量単価
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糖度１３．５以上



（20年産の場合）

（①×②＝③）

５－（１）　収入減少影響緩和交付金の考え方

標準的収入額及び交付前年度収入額の算定方法

北海道における
15年産～19年産
上場上位３銘柄の平均入札価格

市町村ごと
15年産～19年産
統計部公表実単収

交付前年度収入額

北海道における
20年産
上場上位３銘柄の平均入札価格

市町村ごと
20年産
統計部公表実単収

価格
（①）

単収
（②）

標準的収入額

品目ごとの10a当り収入額

収入額
（③×④）

生産面積

（④）

品目ごとの合計

品目ごとの20年産面積

（販売数量÷統計部公表市町村ご
と実単収）

※対象農業者は「販売数量」を申請
します。

市町村ごと

各年産の品目ごとの①×②の５中３平均

市町村ごと

品目ごとの①×②

品目ごとの合計

品目ごとの20年産面積

（販売数量÷統計部公表市町村ご
と実単収）

※対象農業者は「販売数量」を申請
します。

　

対

象

農

業

者

ご

と

の

差

額

９割×

農災制度によ
る補償との重
複を控除する

交
付
金

円/kg

kg/10a

円/10a

ａ

円

補てんの原資は、標準的
収入額の１０％の減収に
対応しうる額を、予め生
産者１：国３の割合で拠
出

過去５カ年
中庸３カ年
の平均収入
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共
済
金
相
当
額

×０．７５

対
象
農
業
者

ご
と
の
標
準

的
収
入
額
の

合
計

対
象
農
業
者

ご
と
の
前
年

度
収
入
額
の

合
計

農林水産省が算定する

交付金の３分の１
に相当する額の
積立金を払戻す



１０ａ当り
標準的収入額

生産予定面積
（申告面積）

積立基準収入額 積立金積立額
交付前年度生

産面積
標準的収入額 積立金確定額

① ② ③=①×② ④＝③×２．２５％ ⑤ ⑥=①×⑤ ⑦＝⑥×２．２５％

円/10a a 円 円 a 円 円

米穀 140,000 A A×140,000 A×3,150 A' A'×140,000 A'×3,150

麦 15,000 B B×15,000 B×338 B' B'×15,000 B'×338

大豆 21,000 C C×21,000 C×473 C' C'×21,000 C'×473

てん菜

でん粉原料用
ばれいしょ

注１　②「生産予定面積」以外の部分は自動的に算出されます。

注２　⑤「交付前年度生産面積」は、５－（３）の「C　交付前年度生産実績数量」に基づき算出します。

注３　⑦が④より少ない場合には、その差額が払い戻されます。

注４　④の２．２５％は、１０％の収入減少に対応できる額を積み立てる場合です。20年産以降の積立金は、積立基準収入額の２．２５％の積立て、又は、

　　　２０％の収入減少に対応できるよう、積立金合計が積立基準収入額の４．５％となるまでの積立てのいずれかを選択することが可能です。

５－（２）　収入減少影響緩和交付金に係る積立金の算定方法

・収入減少影響緩和交付金の交付申請を予定する対象農業者は、生産を予定する面
積（生産予定面積）を農政事務所へ申告します。

農政事務所が対
象農業者へ通知

対象農業者が
申告 農政事務所が計算農政事務所が計算

-
 1

１
 -

農政事務所が対
象農業者へ通知



１０ａ当たり
標準的収入額

１０ａ当たり
前年度収入額

交付前年度
生産実績数量

前年度単収
交付前年度
生産面積

標準的収入額 前年度収入額

Ａ Ｂ Ｃ D E=C/D F=A×E G=B×E

円/10a 円/10a kg kg/10a ａ 円 円

米穀 140,000 126,000 α 520 α/520 α×269 α×242

麦 15,000 13,000 β 490 β/490 β×31 β×27

大豆 21,000 23,000 γ 230 γ/230 γ×91 γ×100

てん菜

でん粉原料用
ばれいしょ

Ｆの合計 Ｇの合計

減収額　H　（Ｆの合計-Ｇの合計） 円

減収額の９割  I　（Hの９割） 円

円

交付金（共済金相当額を控除）　（I－J）×０．７５ 円

５－（３）　収入減少影響緩和交付金の算定方法

共済金相当額　J　（※　5-(4)で説明）

交付申請者が
申請

農林水産省が
公表する単収
を交付金の交
付申請書に記
入

・収入減少影響緩和交付金の申請をする対象農業者は、当該交付金の交付前年度の「生産実績
数量」を交付申請書に記載して、交付年度の４月30日までに農政事務所へ交付申請します。

-
 1

2
 -

農政事務所が公表する
額を交付金の交付申請
書に記入



５－（４）　農業災害補償制度と品目横断的経営
安定対策（収入減少影響緩和対策）の関係

【農業災害補償制度】 【収入減少影響緩和対策】

自然災害等による一定以上の
収量の減少を補てん

価格の下落又は収量の減少による
収入の減少の9割まで補てん

当年収入

農
災
制
度
の
補
て
ん
部
分

(

非
補
て
ん
部
分

)

価
格
下
落

収
入
減
少
に
よ
る
影
響
の

緩
和
対
策
の
補
て
ん
部
分

当年収入

収入の減少
の一定割合

補てんが重複することから
収入減少影響緩和対策の補てんから
は農災制度による補てんを控除

収量減少収量減少

○  農災制度の補てんを優先することから、収入減少影響緩和交付金による
農災制度の補てんへの影響はなし。

○  個々の農業者の農災制度への加入の有無に関係なく、加入しているとみ
なして調整

- 13 -



※ （１) 「標準単収」は、米穀は直近７ヶ年の農林水産統計による市町村別の10ａ当たり収量の７中５平均に、補正係数を乗じて算出した単収、米穀以外は農業災害補償

　　　制度において都道府県知事が算出する市町村別の10a当たり収量に補正係数を乗じて算出した単収。

（２）「割合」は、農業災害補償制度における全相殺方式の補償割合（９割）。

（３）「数量当たりの価額」は、農業災害補償制度における単位当たり共済金額のうち販売価格相当金額の最高額。

５－（５）　共済金相当額の算定方法

標
準
単
収

割合
　　※（２）

×

実
績
単
収

単
収
差

×　数量
当たりの
価額
　　※（３）

単
位
面
積
当
た
り

　
共
済
金
相
当
額

×

米穀の共済金相当額

麦の共済金相当額

大豆の共済金相当額

共
済
金
相
当
額

　

(

対
象
農
産
物
の
合
計

)

共済金相当額＝（標準単収×農災補償割合－交付前年度単収）×数量当たりの価額×交付前年度生産面積

-
 1

4
 -

・収入減少影響緩和交付金は、販売価格の下落又は収量の減収による収入の減少の一定割合を補てんする仕組みとなっていま
すが、自然災害等による一定以上の収量の減少がある場合には、別途農業災害補償制度によって補てんがされる場合があります
ので、両制度の補てんが重複しないよう、収入減少影響緩和交付金の算定上、その重複を控除することが必要となります。

※（１）

交付前年度
生産面積

てん菜の
共済金相当額

でん粉原料用ばれい
しょの共済金相当額

対象農産物ごと

・対象農産物ごとに、交付前年度単収が、標準単収に対象農産物ごとに定める割合を乗じた数量を下回る場合は、農業災害補償
制度が発動したとみなし、共済金相当額を算定します。



５－（６）　共済金相当額の調整

- 15 -

・対象農産物ごとに単位面積当たり共済金相当額を算定するが、その算定額が他の対
象農産物の収入の差額を相殺することがないよう必要な場合は調整し、農業者の共済
金相当額として控除します。

　　　差額の９割

対象農産物ごとの
単位面積当たり
標準的収入額

対象農産物ごとの
交付前年度

単位面積当たり
収入額

対象農産物ごとの
単位面積当たり
共済金相当額

○ 基　本

共済金相当額とし
てそのまま控除

対象農産物ごとの
単位面積当たり
標準的収入額 対象農産物ごとの

交付前年度
単位面積当たり

収入額

対象農産物ごとの
単位面積当たり
共済金相当額

　　　差額の９割

他の対象農産物の差額を相殺する
ことがないようにする

共済金相当額＝
差額の９割とする

　　単位面積当たり共済金相当額が、差額の９割を上回った場合○

対象農産物ごとの
単位面積当たり
標準的収入額

対象農産物ごとの
交付前年度

単位面積当たり
収入額

対象農産物ごとの
単位面積当たり
共済金相当額

共済金相当額
＝０とする

　　交付前年度単位面積当たり収入額が、単位面積当たり標準的収入額を上回った場合○

他の対象農産物の差額を相殺する
ことがないようにする
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